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　パワーテントは、町内の団体な

どが開催する各種行事に無償で貸

出しをし、多数の方々に活用され

てきましたが、テントの老朽化・

汚損などから今年度をもって貸出

し事業を廃止することとしまし

た。

　長年、活用いただきましてあり

がとうございました。

▼���　企画課企画振興係（�

23－3042）
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　これまで東京法務局のみで取り

扱っていた������事務のう

ち証明書の交付請求が�����

��でも可能になりました。

　なお、支局・出張所では取り

扱っていませんのでご注意くださ

い。

▼���　札幌法務局民事行政部

戸籍課（札幌市北区北８条西２丁目

「札幌第１合同庁舎」内・�０１１－

７０９－２３１１　内線２１６７）
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②太美出張所（太美郵便局内）

「ゆとろ」では受付けをしません

のでご注意ください。

�������昨年までの農協組

勘と口座振替による支払いは廃止

しました。保険料は、窓口受付時

に現金でお支払い願います。

����3月の回覧板でお知らせ

します。住民生活課住民生活係

（�23－3209)
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������町民または町内に通

勤・通学している方。　　

��������	年額ひとり1口

360円。(2口まで)
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　自動車・オートバイ・自転車な

どに乗っていての事故、歩行中の

車両との事故のとき。

��������	
�������

��������	～100万円

����治療期間に応じ、5千円

から12万円までの8段階に区分

������4月1日から（1年間）

������3月1日（火）から
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①住民生活課住民生活係（役場）

　友人や職場の同僚、家族間での

人間関係、学校に行けない、引き

こもりなどで悩んでいる方のご相

談に応じます。

▼���3月8日（火）13時30分

▼���江別保健所　（江別市錦

町4番地1）

▼���萌クリニック（札幌市白

石区本郷通１３丁目南４－２７）

臨床心理士　門脇いづみ

▼���無料

▼���3名

▼����電話による事前予約が

必要です。定員に満たない場合は

当日も受付けますので、電話で問

い合わせください。（当日受付時

間9時～１２時）

▼����江別保健所（�011－

383－2111）
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　どなたでも簡単に引くことが出
来、年齢を問わず、古くから愛用
されている大正琴を始めません
か。 キタラコンサートホールで
演奏会も予定しています。
▼���　第１・第３金曜
（時間は会場により異なります）
▼����　白樺コミセン・世紀
会館・栄町会館・茂平沢会館
▼��　森田（�22－3453）
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�10時～１1時30分
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�12時30分～１3時30分
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�14時～１６時
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�11時～１3時

�１６歳から６９歳までの健康な方。
�６５歳以上の方は、献血を経験
(60～６４歳）している方。
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　第14回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
祭りを目指し、新規会員を募集し
ています。
　今年で結成5年目を向かえ、よ
りパワーアップすべく、皆さまの
参加をお待ちしています。年齢、
性別は問いません。やる気と元気
のある方であれば大歓迎！
▼���　小川（�26－3998）ま
た は、佐 々 木（�090－1642－
0578）へ。
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▼���　西当別中学校

▼����　1名

▼����　4月1日～平成18年3

月31日

▼����　原則として月～金曜

の7時50分～14時45分の内、週29

時間以内。

▼����　学校事務補助

▼��　月額126,200円

▼����　履歴書・本人の住民

票

▼����　2月２４日（木）

▼�����　町教委管理課学校

教育係（�23－2689）

▼�����准看護師以上の免許

をお持ちの方。

▼�����当別町デイサービス

センター（「ゆとろ」内・西町）

▼����　4月１日～平成１８年３

月３１日

▼����　雇用期間により、健

康保険などに加入します。

▼�������月～金曜の８時４５

分～１７時１５分

▼����　看護業務

▼�����履歴書、本人の住民

票、資格証明書の写し

▼�����２月２５日（金）

▼������町社会福祉協議会

（「ゆとろ」内・�22－2301）
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　町では、17年度採用の臨時職員

の登録を受け付けます。

▼��

◎一般事務

◎保育士・雑役婦（夫）

▼����　一般事務職は満60歳

未満（４月１日現在）

▼����　４月１日から町が指定

する期間

▼����　雇用期間により、健

康保険などに加入します。

▼����

◎一般事務　5,900円～

◎保育士　6,100円～

◎雑役婦（夫）　5,800円～

（その他規定により、別途支給。）

▼����　「臨時職員登録カー

ド」(総務課に備付け)に、写真(縦

５�、横４�）・住民票を添付し、

総務課人事係に提出してくださ

い。

▼������　４月１日採用分に

ついては、2月2日から28日まで。

（その他は、年度

内で随時受け付け

ます。）

▼��　総務課人

事係(�23－2330）
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▼�����　放課後に共働きな

どで保護者が家庭で不在となる児

童（原則として小学校１～３年生）

▼�������

①青少年センター (錦町)　75名

②子どもハウス(緑町)　　 25名

③青少年会館(太美町)　　 50名

（定員を超える場合は、選考基準

により入所決定します。）

▼�����4月1日～平成18年3

月31日。詳しくは「入所申込用紙」

をご覧ください。

▼���無料。ただし、父母会費

（活動費とおやつ代）として月額

3,000円、スポーツ安全保険加入料

として年額500円が必要です。

▼����

「入所申込用紙」は、ゆとろ・太

美出張所・各プレイハウスで2月7

日（月）から配布します。申込用

紙に必要事項を記入し、雇用証明

書とともに「ゆとろ」か、「太美出

張所」に提出してください。

▼�����2月25日（金）

▼���福祉部子育て担当（「ゆと

ろ」内・�23－3024）

　町では、安心して子供を生み育て、町民全てが心身ともに健やかな生
活を送るために、2つの計画づくりに各委員会が取り組んでいます。委
員会は公開していますので傍聴することができます。
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▼��　2月21日（月）18時～（2時間程度）
▼��　ゆとろ（西町）
▼��　計画書全体の確認
▼��　福祉課保健サービス係
           （�23－２３４６）
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▼��　2月23日（水）19時～（2時間程度）
▼��　ゆとろ（西町）
▼���行動計画案の検討
▼��　福祉部子育て担当
           （�23－3024）


